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平成17年 3月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1655号

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
一
九
五
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
一
九
六
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
、
設
置
者
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
一
九
七
・
商
工
業
振
興

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
改
正
（
一
九
八
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
３

◯
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
一
九
九
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
〇
〇
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
　
　
称

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定

訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定

通
所
介
護
事
業
所

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定

訪
問
介
護
事
業
所

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ

づ
れ
こ
指
定
痴
呆
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ

づ
れ
こ
指
定
通
所
介
護
事
業
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
き

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
十
六
番
一
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
宮
前
町
九
番
六
十
八
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
十
六
番
一
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
十
六
番
一
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
十
六
番
地
三

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
十
六
番
地
三

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
入
浴
介
護

通
所
介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護通
所
介
護

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

医
療
法
人
加
藤
医
院

理



平成17年 3月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1655号

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

介
護
支
援
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ

づ
れ
こ
指
定
痴
呆
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ

づ
れ
こ
指
定
通
所
介
護
事
業
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
き

の
と
う

長
谷
川
医
院
居
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
十
六
番
地
三

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
十
六
番
地
三

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
上
町
八
十
五
番
地
三

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
三
十
一
番
地

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護通
所
介
護

訪
問
看
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
二
月
一
日

平
成
十
七
年
二
月
十
五
日

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

医
療
法
人
加
藤
医
院
　
理

事
長

医
療
法
人
幸
佑
会
　
理
事

長

名
　
　
　
　
　
称

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
通
所

介
護
事
業
所

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問

入
浴
介
護
事
業
所

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ

づ
れ
こ

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
宮
前
町
九
番
六
十
八
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
宮
前
町
九
番
六
十
八
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
宮
前
町
九
番
六
十
八
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
宮
前
町
九
番
六
十
八
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
十
六
番
地
三

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護
、
痴
呆
対
応
型

共
同
生
活
介
護

廃

止

年

月

日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

鷹
巣
町
長

鷹
巣
町
長

鷹
巣
町
長

鷹
巣
町
長

鷹
巣
町
長



平成17年 3月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1655号

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
日
敷
　
代
表
取
締
役
　
小
田
原
　
豊
　
満

湯
沢
市
前
森
一
丁
目
二
番
六
号

よ
ね
や
商
事
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
隆
　
一

横
手
市
鍛
冶
町
四
番
二
号

株
式
会
社
横
手
エ
ス
シ
ー
　
代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
雄
　
一

横
手
市
鍛
冶
町
四
番
二
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
ッ
ピ
ー
タ
ウ
ン
横
手

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
十
の
一
外

（三）

変
更
し
た
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ア
　
変
更
前

株
式
会
社
日
敷
　
代
表
取
締
役
　
小
田
原
　
豊
　
満

湯
沢
市
前
森
一
丁
目
二
番
六
号

よ
ね
や
商
事
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
隆
　
一

横
手
市
鍛
冶
町
四
番
二
号

株
式
会
社
横
手
エ
ス
シ
ー
　
代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
雄
　
一

横
手
市
鍛
冶
町
四
番
二
号

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
　
代
表
取
締
役
　
渡
　
部
　
澄
　
生

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
五
十
番
地
五

イ
　
変
更
後

株
式
会
社
日
敷
　
代
表
取
締
役
　
小
田
原
　
豊
　
満

湯
沢
市
前
森
一
丁
目
二
番
六
号

よ
ね
や
商
事
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
隆
　
一

横
手
市
鍛
冶
町
四
番
二
号

株
式
会
社
横
手
エ
ス
シ
ー
　
代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
雄
　
一

横
手
市
鍛
冶
町
四
番
二
号

（２）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

退
店株

式
会
社
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
五
十
番
地
五

代
表
取
締
役
　
渡
　
部
　
澄
　
生

（四）

変
更
の
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

（五）

変
更
す
る
理
由

設
置
者
及
び
小
売
業
者
の
退
店
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

横
手
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
三
月
八
日
か
ら
同
年
七
月
八
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
八
号

不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
お
よ
ぼ
し
」
を
「
及
ぼ
し
」

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

３



平成17年 3月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1655号

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
九
号

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
五
号
（一）
及
び
（二）
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
る
。

秋
田
県
告
示
第
二
百
号

港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
告
示
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
二
号
（一）
及
び
（二）
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
る
。

「
土
木
部
港
湾
課
」
を
「
建
設
交
通
部
港
湾
空
港
課
」
に
、
「
能
代
港
建
設
事
務
所
」
を
「
能
代

港
湾
事
務
所
」
に
、
「
由
利
土
木
事
務
所
」
を
「
由
利
地
域
振
興
局
」
に
改
め
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
（
萱
野
堰
地
区
水
田
農
業
経
営
確
立
排
水
対
策
特
別
事
業
）
に
つ
き
、
そ
の

工
事
を
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

新

第
四
条

略

（
閲
覧
の
停
止
又
は
禁
止
）

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は

禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
・
二
　
略

三
　
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

旧

（
閲
覧
の
手
続
）　

第
四
条

登
録
簿
等
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
閲
覧
所
に
備
え
つ
け
る
閲
覧
簿
に
住
所
及

び
氏
名
並
び
に
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
登
録
簿
の
種
類
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

略

（
閲
覧
の
停
止
又
は
禁
止
）

第
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
禁
止
す

る
こ
と
が
あ
る
。

一
・
二
　
略

三
　
他
人
に
迷
惑
を
お
よ
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
改
正
案
新
旧
対
照
表

公
　
　
　
　
　
　
告

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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古紙配合率100％


